
  

 

 

部会に属すべき専門委員の指名について 

 

統計委員会令（平成十九年政令第三百号）第一条第二項の規定に基づき、部会に属すべき専門

委員として下記の者を指名する。 

 

統計委員会委員長 

 

記 

 

○平成 29年 10月 26 日付［※任期：H30.1.31まで］ 

 産業統計部会（薬事工業生産動態統計調査関係） 

専門委員  菱山 浩二   

（一般社団法人日本医療機器産業連合会医療機器政策調査研究所主任研究員） 

専門委員  村上 直人  （日本製薬工業協会医療産業政策研究所統括研究員） 

 

○平成 29年 10月 26日付［※任期：H30.3.31まで］ 

匿名データ部会（住宅・土地統計調査、国民生活基礎調査関係） 

専門委員  神林 龍   （一橋大学経済研究所教授） 

専門委員  寺村絵里子  （明海大学経済学部准教授） 

専門委員  南 和宏   （統計数理研究所モデリング研究系准教授） 

 

 

資料  ４－２ 


